
 

「特別支援連携協議会」は、「育ちを支援する応援団」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】A 地区特別支援連携協議会事業推進日程 <教育相談・就学先の決定等の流れ> 

時 期 学  校 教育委員会 
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適切な支援の在り

方や一貫した指導や

支援を進める体制の

在り方等について、研

修を行うことが大切

です。 

例えば、特別支援学

校のコーディネータ

ーを講師として、特別

支援教育の動向や支

援のポイントについ

て研修を企画するな

どの取組が考えられ

ます。 

保育所、幼稚園 小学校 中学校 高等学校 

労 働 医 療 福 祉 特別支援学校 

市町村特別支援連携協議会 

事務局：教育委員会 

研  修 
相  談 

広報･啓発 
機関連携 

就学相談では、保護

者に対して、必要な情

報を提供しながら、継

続的な相談を実施す

ることが大切です。 

例えば、就学児検診

時の教育相談に同席

し、保護者の不安を軽

減するなどの取組を

行うことが考えられ

ます。 

特別支援教育を進

めるためには、教職員

だけではなく、保護者

や地域の関係者の理

解を図ることが大切

です。 

例えば、専門家チー

ムによる相談を含め

て、年度始めに、子ど

もの育ちに関する悩

みを相談できる機関

等を広報誌に掲載す

るなどの取組が考え

られます。 

適切な情報を教育

支援委員会に提供す

ることが大切です。 

例えば、研修会の開

催や教育相談の実施

に向けて年間計画を

立て、関係機関が連携

して会議を開催する

などの取組が考えら

れます。 

第 1 回特別支援連携協議会 

特別支援連携協議会専門家チーム会議 機関連携 

  
○児童生徒の実態把握、校内委員会の開催等 

○校長から教育委員会への報告 

 

○就学相談 相談 

○コーディネーターの活用 機関連携 

 ・専門家チーム 

 ・教育局特別支援教育スーパーバイザー 

「「「「特別支援教育セミナー」特別支援教育セミナー」特別支援教育セミナー」特別支援教育セミナー」（対象：教職員）（対象：教職員）（対象：教職員）（対象：教職員）            

○就学時健康診断 相談 

○円滑な就学に向けた支援 

「「「「特別支援教育講演会」特別支援教育講演会」特別支援教育講演会」特別支援教育講演会」（対象：保護者、地域住民、教職員）（対象：保護者、地域住民、教職員）（対象：保護者、地域住民、教職員）（対象：保護者、地域住民、教職員）    

第２回特別支援連携協議会 

ケース会議①（専門家チーム） 相談 

ケース会議②（専門家チーム） 相談 

専門家チームによる相談の案内 広報･啓発 

研修研修研修研修    

広報・啓発広報・啓発広報・啓発広報・啓発    

対象となる

子どもの課題

を共有し、今

後の具体的な

支援の在り方

について協議

を行います。 

これまでの

取組を客観的

に評価すると

ともに、就学を

控えた子ども

及び保護者へ

の支援等につ

いて協議を行

います。 

市町村特別支援連携協議会の充実に関する資料 

オホーツク管内特別支援連携協議会 

 


